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１　自動車公害の防止
（１）主な目標と現状

【主な目標】

① 平成22年度までに二酸化窒素（NO2）及び浮

遊粒子状物質（ＳＰＭ）の環境保全目標を達成

します。

② 平成22年度までに、自動車から排出される窒

素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総

量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・

PM法）の対策地域における自動車排出窒素酸

化物（NOｘ）の総量を16,450トン／年、自動

車排出粒子状物質（PM）の総量を740トン／

年まで削減します。

③ 平成22年度までに、道路に面する地域におい

て、環境騒音の環境保全目標の概ね達成をめざ

します。

【基準年度の状況】

① 「大阪府自動車排出窒素酸化物及び自動車排

出粒子状物質総量削減計画」の基準年度である

平成9年度の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の

環境保全目標達成率は、それぞれ66.4％、

33.3％でした。

② 平成9年度の対策地域における自動車排出窒素

酸化物の総量は27,260トン／年、自動車排出粒

子状物質の総量は3,170トン／年でした。

③ 自動車騒音については、数次にわたる自動車

１台ごとの単体規制の強化が国によって実施さ

れています。また、府内の道路管理者及び関係

機関による大阪府道路環境対策連絡会議におい

て、自動車騒音の深刻な地域における沿道環境

対策の実施方針「大阪府域の沿道環境対策につ

いて」（平成9年度）が策定され、遮音壁や低騒

音舗装等の道路構造対策、道路網整備や交通管

理・規制等の交通流対策を推進しました。

しかし、騒音規制法に定められた要請限度※4を

超過する地域の解消には至っておらず、面的評

価による道路に面する地域における平成13年度

の環境保全目標の達成率は71.0%でした（面的

評価は平成13年度から開始）。

【現　状】

① 二酸化窒素の年平均濃度は緩やかに減少して

おり、平成17年度の環境保全目標の達成率は、一

般環境大気測定局（以下「一般局」という。）で昨年

度に引き続き100%、自動車排出ガス測定局（以

下「自排局」という。）で92.3％、一般局及び自排

局をあわせた全測定局で97.2％でした。

図－１９ 二酸化窒素濃度（年平均値）の推移

（注）10年間継続して測定を行い、かつ各年度の測定時間が6,000

時間以上の測定局の測定値を用いた。

図－２０ 二酸化窒素の環境保全目標達成状況の推移

第２節　環境への負荷が少ない健康的で安心なくらしの確保（健康）
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浮遊粒子状物質の年平均濃度も緩やかに減少し

ており、平成17年度の環境保全目標の達成率は、

一般局で98.6%、自排局で97.2％、一般局及び自

排局をあわせた全測定局で98.1％でした。

環境保全目標の達成率は、大気汚染物質の排出

削減が進展しても、黄砂など気象等の影響により

年度によって変動があります。今後も環境保全目

標の達成維持に向けた総合的な諸施策を計画的に

推進する必要があります。

図－２１ 浮遊粒子状物質濃度（年平均値）の推移

（注）10年間継続して測定を行い、かつ各年度の測定時間が6,000時
間以上の測定局の測定値を用いた。

② 府内の自動車保有台数は、乗用車が増加す

る傾向にありますが、環境負荷の大きいディ

ーゼル車の割合は減少してきています。

平成16年度では、対策地域における自動車

排出窒素酸化物の総量は21,550トン／年、自

動車排出粒子状物質の総量は1,820トン／年

まで削減されました。

図－２２ 浮遊粒子状物質の環境保全目標達成状況
の推移（長期的目標）

図－２３ 自動車保有台数の推移

（注）1   国土交通省調べ
2（ ）内は平成4年度末を100とした指数を示す。
3  乗用車：普通・小型・軽乗用車
貨物車：普通・小型・小型三輪・軽貨物車及び被牽引車
その他：乗合車・特殊用途車、二輪車

③ 自動車騒音については、関係機関の連携のも

と道路構造対策、沿道対策及び交通流対策を実

施しました。

面的評価による道路沿道における環境保全目

標の平成16年度達成率は74.4％であり、経年変

化はほぼ横ばい状態でした。

要請限度値との比較でも、特に夜間に超過す

※4　要請限度 
自動車騒音について国が定めたその限度を超えること 
によって、周辺の生活環境が著しく損なわれると認め 
るとき、市町村長は騒音規正法に基づき都道府県公安 
委員会に交通規制等の措置を要請することができる。 
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る地域が存在するなど、今後も低騒音舗装の敷

設などの道路構造対策をはじめ諸対策の継続・

強化が必要となっています。

図－２４ ディーゼル車の割合の推移

（注）国土交通省調べ

（２）平成１７年度に講じた施策

①自動車排ガス対策　

■　総量削減計画の推進

「大阪府自動車排出窒素酸化物及び自動車排出

粒子状物質総量削減計画」（大阪府自動車ＮＯｘ・

ＰＭ総量削減計画）に基づき、低公害車・低排出

ガス車の普及促進、自動車走行量の抑制、交通流

の円滑化等の諸施策を関係機関等と連携して計画

的、総合的に実施しました。

また、平成17年度は計画の中間年度に当たるた

め、中間評価を実施し、計画の進捗状況を確認し

た結果、計画は順調に進行しており、目標は達成

できる見込みです。

■　ディーゼル車買替緊急融資制度（再生）

中小企業者が、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の規制に

伴うディーゼルトラック・バス等の買替えを円滑

に行えるよう、購入車両を担保に、第三者保証人

なしで利用できる融資制度を民間の金融機関・保

証機関と共同で実施しました。（平成17年度実績

266台、平成16年度からの累積472台）

■　低公害車等の普及促進

天然ガス自動車などの低公害車や京阪神七府県市

指定低排出ガス車（ＬＥＶ－7）※5の普及促進を図る

ため、公用車への率先導入（95台）を行ったほか、

低利融資や助成制度、自動車税の軽減（グリーン税

制）などを実施しました。

図－２５ 指定ＬＥＶ-７車証

図－２６ 低公害車普及状況（府内）

■事業者の排出抑制対策の促進

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づき、府内の対象地

域（37市町）を使用の本拠としている自動車（軽

自動車、特殊自動車、二輪を除く）を30台以上使

用する事業者に対して、自動車使用管理実績報告

書の提出を求め、窒素酸化物等の排出抑制を指導

しました。また、事業者に対して、急発進をしな

《京阪神七府県市自動車排出ガス対策協議会のHP》 
http://www.lev-7.jp/

※5　京阪神七府県市指定低排出ガス車（ＬＥＶ－7） 
　ガソリンやＬＰＧなどの通常の燃料を使用する自動 
　車のうちでも窒素酸化物や粒子状物質などの大気汚 
　染物質の排出量の少ない自動車です。平成８年度か 
　ら京阪神の６府県市で指定し、普及に努めています。 
　　平成18年4月に堺市が加わり、「京阪神七府県市 
　指定低排出ガス車（ＬＥＶ－7）」に改称しています。 

《ディーゼル車買替緊急融資制度のHP》 
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/teikougai/ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　hojo/diesel/
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いなど環境にやさしい運転であるエコドライブの

普及を推進しました。

■　大阪グリーン配送推進運動の展開

物品の輸配送に低公害な自動車を使用する「グ

リーン配送」の取り組みを普及させるため、大阪

自動車環境対策推進会議において、「大阪グリーン

配送推進運動」を進めました。グリーン配送に取

り組む事業者を広く募集し、その取り組みをホー

ムページ等に掲載することで環境に配慮した輸配

送の普及を図りました。

平成18年3月末現在、運動に参加する「グリー

ン配送推進事業者」は111社となっています。

②交通流・交通量対策

■　交通需要マネジメント（TDM※6）施策の推進

交通渋滞の緩和を目的に、駅へのアクセス改善

強化、パークアンドライド・都市型レンタサイク

ルの利用促進、鉄道からバス等への乗り継ぎ利便

性を高めるためのバスの行き先案内や乗り継ぎ情

報を提供する大型案内板の設置など、公共交通の

利用促進を図りました。

また、府民への広報啓発を目的として、平成11

年度から提供しているＴＤＭ情報誌「どないすん

ねん！大阪の渋滞」の発行や啓発イベントを実施

するとともに、公共バスの利用促進を図る「バス

エコファミリーキャンペーン」の実施や、TDM施

策を題材に小学生が考える「交通・環境学習プロ

グラム」による総合学習、企業と連携し自動車利

用を削減する取り組みである「事業所交通マネジ

メントプログラム」の実施などに取組みました。

■　するっと交差点対策の実施

交通渋滞の緩和・解消を目指して、ボトルネッ

クとなっている交差点に着目し、右折レーンの設

置や延伸をはじめとする短期的なハード面の整備

と、大阪府警による信号表示時間の調整などのソ

フト面の整備を一体的に行っていく即効性のある

渋滞対策を実施しています。

平成17年度は、府道八尾茨木線藤見・藤見東交

差点など8箇所で対策を実施しました。

図－２７ するっと交差点対策

《OSAKAレンタサイクルHP》 
http://www.pref.osaka.jp/kotsudoro/rentamap/top.html 
 
※6 ＴＤＭ（交通需要マネジメント）…時間、経路、 
　交通手段の選択や自動車の利用方法などの交通行動 
　を変更することにより、都市あるいは地域レベルの 
　道路交通混雑を緩和する手法の体系のこと。 

《大阪グリーン配送推進運動のHP》 
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/gsuisin 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/index.html
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2 廃棄物の適正処理
（１）主な目標と現状

【主な目標】

大阪をきれいな環境都市とすることをめざし、

不法投棄等の撲滅に向けた取組みを重点的に進め

ます。

【現　状】

産業廃棄物の野外焼却・野積み・不法投棄など

の不適正処理は、近年減少傾向を示しているもの

の、依然として多発しており、行政の監視が行き

届かない夜間や早朝、休日、また、極めて短期間

に行われるなど、その手口が悪質・巧妙化してい

ます。

図－２８ 産業廃棄物の不適正処理件数

（２）平成１７年度に講じた施策

■　産業廃棄物の不適正処理の撲滅

産業廃棄物の野積みや野外焼却等の不適正処理

の撲滅を図るため、排出事業者や処理業者に対し、

適正処理や産業廃棄物管理票（マニフェスト）の

交付等の徹底の指導を強化するとともに、土地所

有者等への土地の適正管理等の啓発により不適正

処理の未然防止を図りました。

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律と循

環型社会形成推進条例を効果的に運用し、不適正

処理の未然防止と迅速な問題解決を図りました。

■　ＰＣＢ廃棄物対策

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理に

ついては、日本環境安全事業（株）が、近畿圏の

拠点施設として、大阪市此花区に脱塩素化分解方

式で、処理能力2ｔ／日の施設を整備中です。（平

成18年8月から操業開始）

また「府ＰＣＢ廃棄物処理計画」（平成16年3月

策定）に基づき、近畿ブロック関係府県市と協力

して適正処理を推進するとともに、保管事業場へ

の立入検査等によりＰＣＢ廃棄物の適正管理・処

理の徹底を図りました。

さらに、中小企業者によるＰＣＢ廃棄物の処理

を支援するため（独）環境再生保全機構に設けら

れた基金に、平成13年度から毎年度拠出していま

す。

■　放置自動車対策の推進

府民の安全で快適な生活環境の保全及び地域の

美観の維持を図るため、放置自動車の適正な処理

に関する条例（平成16年7月施行）に基づき、府

の所有・管理地に放置された自動車について、所

有者調査のための施錠解除（23件）、所有者に対

する撤去勧告（延べ49件）等を行いました。

表－２９ 大阪府内の放置自動車の処理台数の推移

注1）府の所有地･管理地に係る台数。（ ）内の数字は府内全域の
台数。

注2）調査･指導等により年度を越えて処理される車両があるため、
同一年度内の行政撤去と自主撤去の台数の和は確認台数と一
致しません。

H１６年度 

５１４ 

（４,９９３） 

１１７ 

（３,１１６） 

２２２ 

（１,５５０） 

H１７年度 

５８０ 

（４,８３９） 

１２７ 

（２,７５３） 

２６８ 

（１,６４７） 

確  認  台  数 

H１５年度 

７８５ 

（６,４７７） 

５２１ 

（５,０５７） 

９０ 

（１,３３２） 

行政撤去台数 

自主撤去台数 
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3 水環境の保全　
（１）主な目標と現状

【主な目標】

2010（平成22）年度までに生活排水処理率を

100％にし、河川の代表的な汚濁指標である生物

化学的酸素要求量（ＢＯＤ）の環境保全目標を概

ね達成することなどを目標に、水質汚濁の主な原

因である生活排水の処理について重点的に対策を

進めます。

また、大阪湾の水質保全については、海域の代

表的な汚濁指標である化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

や、富栄養化の原因となる窒素、りんの排出量を

一層削減するなどの対策を進めます。

【計画策定時の状況】

ＢＯＤの環境保全目標は、約6割の河川で達成し

ていました。

また、大阪湾の水質は、ＣＯＤ等の環境保全目

標について、湾奥部等で達成・維持していたもの

の未達成の海域もあり、季節、場所によって赤潮

や貧酸素水塊の発生が確認されていました。

【現　状】

河川のＢＯＤ濃度は、平成17年度は増加がみら

れたものの10年間でみると横ばいまたは改善の傾

向です。平成17年度の環境保全目標の達成率は

70.0％でした。

図－３０ 府内主要河川におけるＢＯＤ（年平均値）
の推移

また、大阪湾のＣＯＤ濃度は平成13年度よりや
や増加の傾向がみられます。平成17年度の環境保
全目標の達成率は40.0％でした。

図－３１ 大阪湾のＣＯＤの推移（大阪府測定点・
表層年平均値）

（２）平成１７年度に講じた施策

①水循環の再生

■ 雨水利用による地域環境活動推進モデル事

業「おおさかレインボウぷろじぇくと！」（新規）

水循環を大切にするライフスタイルの推進を図

るため、企業、ＮＰＯ等の協力を得て、集会所や

学校などに体験型の雨水利用の場を創出するとと

もに、地域住民等から雨水モニターを公募し、府

域16ヶ所において継続的な雨水利用の実践を進め

ました。また、ＮＰＯ等と協働により雨水利用に

関する環境学習を実施しました。

図－３２ 雨水利用環境学習セミナー

《健全な水循環の再生に向けてのＨＰ》 
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kanri/jyunkan/ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　index.html
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■　寝屋川流域清流ルネッサンスⅡ

国の都市再生プロジェクト第3次決定のうち、

「水循環系再生構想の策定」のモデル流域として、

寝屋川流域が選定されたことを受け、流域11市で

構成する寝屋川流域協議会により平成16年5月に

策定した「寝屋川流域清流ルネッサンスⅡ（水環

境改善緊急行動計画）」に基づき、下水道の普及促

進や高度処理の推進などを行うとともに浄化用水

の導水や浄化浚渫・地下水利用などにより、水質

改善と水量確保を図りました。

②水環境の保全

■ 浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）

を実施する市町村への補助（新規）

生活排水対策やトイレの水洗化による生活環境

の改善に有効な合併処理浄化槽の設置をさらに促

進するため、平成4年度から実施している「浄化槽

設置整備事業（個人設置型）」を実施する市町村へ

の補助金に加え、市町村が主体となって各戸ごと

に浄化槽を整備し、使用料を徴収して管理運営す

る「浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）」

を実施する市町村に対しても、新たに補助金を交

付し、より一層の浄化槽整備の促進を図りました。

■ 今後のし尿及び浄化槽汚泥処理方策のあり

方検討（新規）

府域では、多くのし尿処理施設で老朽化が進ん

でおり、これら施設の再整備が急務となっていま

す。このため将来にわたる浄化槽汚泥やし尿の安

定的で効率的な処理を確保するため、今後の処理

方策のあり方について有識者や関係市町村で構成

する大阪府広域的浄化槽汚泥等処理方策検討専門

委員会を設置し、検討を行いました。

■　合流式下水道※7の改善（新規）

雨天時に汚水の一部が未処理で河川等に放流さ

れることを改善し、公共用水域の水質改善を図る

ため、平成17年度においては、「大阪府流域下水

道※7合流式下水道緊急改善計画」に基づき、猪名

川流域、安威川流域、淀川右岸流域、寝屋川流域

において、事業実施に向けた設計業務等を実施し

ました。

■　流域下水道事業の推進

大阪湾や河川などの公共用水域の水質改善のた

めに、流域下水道の幹線管渠、ポンプ場、水みら

いセンター※8の整備を進めています。水みらいセ

ンターにおいては、富栄養化の原因である窒素・

りん等を除去する高度処理の整備を推進すること

としており、新規又は増設工事中の水みらいセン

ターはもとより、原田水みらいセンターでは、既

設の水処理施設の一部を高度処理対応に改造を行

いました。

図－３３ 建設中の竜華水みらいセンター

※8　水みらいセンター 
　　大阪府では、平成18年4月1日から流域下水処理
場の名称を「水みらいセンター」に変更しまし
た。「下水処理場は、良好な水環境の創造や高度
処理水、バイオマス、大きな施設空間などを有す
る資源の宝庫であり、循環型社会を創出する未来
（みらい）へつながる可能性を持っている」とい
う理由で、公募作品の中から選定されました。 

※7　合流式下水道：汚水と雨水を同じ管で流す下水道 
        流域下水道：複数の市町村の汚水をまとめて処 
　　　　　　　　　  理する下水道 

《寝屋川流域清流ルネッサンスⅡのHP》 
http://www.pref.osaka.jp/kasen/river/riverzen.htm 
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■　大阪湾再生行動計画のフォローアップ

国の関係省庁や大阪府をはじめ、9府県市などで

構成する「大阪湾再生推進会議」に参画し、平成

15年度に策定した「大阪湾再生行動計画」に基づ

き、産官学連携による水質一斉調査など、大阪湾

の水質改善に向けた取り組みを行いました。

また、人工干潟の造成など各環境改善プロジェ

クトの進行管理を行うなど、同計画のフォローア

ップを行いました。

■　大阪府生活排水処理実施計画の推進

平成15年3月に策定した「大阪府生活排水処理

実施計画」に基づき、地域特性に適した、効率的

かつ計画的な生活排水処理施設の整備を推進する

ため、市町村に対して技術的指導、支援を行い、

貝塚市、東大阪市、交野市の3市で生活排水処理計

画の策定及び見直しが行われました。
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4 環境リスクの低減・管理
（１）主な目標と現状

【主な目標】

2005（平成17）年度までにダイオキシン類の

排出量を2000（平成12）年度比で約4割削減し、

環境保全目標を達成することなどを目標に、事業

者の自主管理の改善による排出抑制を促進します。

また、環境リスクの高い化学物質について排出量

を削減します。

【計画策定時の状況】

2000（平成12）年度の府内でのダイオキシン

類の排出量は、89.4gでした。

【現　状】

平成17年度におけるダイオキシン類の排出量は

14.7gで、2000（平成12）年度比で83.6％削減し

ました。ダイオキシン類の環境濃度は、大気、海

域水質・底質、地下水、土壌については、環境保

全目標を達成していましたが、河川水質では77地

点中８地点で、河川底質では77地点中４地点で、

それぞれ環境保全目標を達成していませんでした。

また、平成16年度におけるＰＲＴＲ法※9に基づ

く府内での化学物質の排出量は、28,153トンで、

全国の4.5％を占めていました。

（２）平成１７年度に講じた施策

①有害化学物質対策

■　化学物質対策の推進

ダイオキシン類等の化学物質について、環境中の

存在状況をはじめとして、国等のリスク評価結果、

有害性等に関する情報の収集などを行いました。

また、ＰＲＴＲ法に基づき、事業者から化学物

質の排出量等の届出を1,939件受付け、国へ送付

した後、とりまとめられたデータを活用し、府内

の実態に即した集計を行いホームページなどで公

表しました。

さらに、事業者に対して化学物質の排出抑制の

ため処理施設の設置や適正管理の助言等を行うと

ともに、府民に対して化学物質への関心を深めて

もらうため、ホームページ等を通じて化学物質の

有害性や市町村ごとの排出量等の情報提供を行い

ました。

図－３４ 府内における化学物質排出量（平成１６年度）

・対象業種（届出）：製造業などの対象業種で、従業員、取扱
量が一定規模以上の事業所からの届出排出量
・対象業種（届出外）：製造業などの対象業種であるが、従業
員､取扱量が一定規模未満の事業所からの排出量
・非対象業種：農業や建設業などの事業所からの排出量

■ 揮発性有機化合物及び化学物質対策のあり

方の検討（新規）

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）及び化学物質につ

いては、生活環境の保全等に関する条例等に基づ

き、排出規制や事業者の自主的な管理の促進を行

ってきましたが、府域の光化学スモッグや化学物

質排出量の現状や国における法制度の整備状況を

踏まえ、今後の効果的な対策のあり方を検討する

ため、平成18年3月に開催された第30回大阪府環

境審議会に、「揮発性有機化合物及び化学物質対策

のあり方」について諮問を行いました。

《平成16年度ＰＲＴＲデータの集計結果概要》 
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/chem/prtr/

※9　 ＰＲＴＲ法（特定化学物質の環境への排出量
　の把握等及び管理の改善の促進に関する法律） 
　　有害性のおそれがある化学物質について、事業
者の自主的な管理を促進し、環境汚染の未然防止
を目指した法律のこと。一定の業種や要件に該当
する事業者が届出対象となり、届出の集計と届出
対象外の発生源の推計により、環境への排出量を
算出している。 
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それを受け、同審議会では「揮発性有機化合

物・化学物質対策部会」を設置し、対策の基本的

な考え方について検討を行うこととなっています。

■　ダイオキシン類に汚染された底質の浄化対策

平成17年度は、神崎川において、ダイオキシン

類により汚染された土砂の浚渫を行うとともに、

高濃度部においては、汚染された底質の浄化方法

について検討しました。

その他の河川については、汚染範囲を特定する

ための調査を実施しました。

■　土壌・地下水汚染対策の推進

土壌汚染による府民の健康影響の防止を図るた

め、土壌汚染対策法及び生活環境の保全等に関す

る条例に基づき、土地所有者等が行う土壌汚染状

況調査や、汚染の除去等の措置に対する指導を行

いました。

法及び条例の施行後に行われた土壌汚染状況調

査の結果、基準に適合しない汚染があった土地と

して、法に基づく指定区域に指定した件数は13件

（うち、2件は汚染の除去により解除済）、条例に基

づく管理区域に指定した件数は5件（うち、2件は

汚染の除去により解除済）でした。

②アスベスト対策

■　アスベスト対策推進本部における取り組み

（新規）

平成17年6月末以降、全国的にアスベスト被害

が相次いで報告され、府民の健康不安が高まった

ことから、庁内関係部局で構成する「大阪府アス

ベスト対策推進本部」を設置し、環境対策、健康

対策、府有施設管理などについて横断的に取り組

みを行いました。

■ アスベストホットラインの開設及び各種情

報提供（新規）

アスベストに関する府民の不安解消に資するた

め、総合相談窓口（アスベストホットライン）を7

月19日に開設し、平成18年3月までに3,456件の

府民からの問い合わせ等に対応しました。

また、アスベストについて府民の理解を得るた

め、わかりやすいリーフレット「アスベストＱ＆

Ａ」を6万部作成し、市町村や府民センター等に配

布するなど、その周知に努めました。

図－３５ リーフレット「アスベストＱ＆Ａ」

■ 建築物の解体作業等に係るアスベスト飛散防止

対策及び生活環境の保全等に関する条例の改正

建築物の解体時等におけるアスベスト飛散防止

対策を強化するため、事前調査の義務付けや規制

対象の拡大、アスベスト濃度の測定などを盛り込

み、生活環境の保全等に関する条例を平成17年9

月に改正し、平成18年１月から施行しました。あ

わせて建築物解体等作業に対する立入検査を実施

し、大気汚染防止法に規定する作業基準の遵守状

況等について確認を行いました。

図－３６ アスベスト立入検査の状況

《大阪府のアスベスト対策のHP》 
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/ 
　　　　　　　　　to-jigyousya/taiki/asbestos/
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■　大気中のアスベスト濃度の実態調査

府域の市街地や幹線道路沿道等の生活環境にお

ける大気中のアスベスト濃度の現状を把握するた

め、府内38地点において調査を行いました。調査

の結果、各地点のアスベスト濃度の平均値は

N. D.※10～0.46本／Ｌの範囲であり、全地点の幾何

平均値は0.078本／Ｌとなっていました。

図－３７ 大気中のアスベスト濃度調査

■　民間建築物のアスベスト対策（新規）

民間建築物のアスベスト使用や対策状況につい

て調査を実施し、未対応の建築物について指導を

行いました。また、府民の理解を深めるため、建

築関係団体と連携し、相談体制の整備、アスベス

ト処理における飛散防止工法等をわかりやすく解

説したリーフレット「建築物の吹付けアスベスト

等の対策について」の作成・配布、ホームページ

を活用した情報提供などを行いました。

■　府有施設のアスベスト対策（新規）

府が所有又は管理する2,226施設について、ア

スベスト使用状況調査を行い、その結果146施設

でアスベスト含有吹付け材が使用されていること

が判明しました。対策については、多くの府民が

利用し、吹付け材の劣化等により緊急に措置が必

要と判断された25施設について応急措置を実施す

るとともに、府民・職員が日常使用し、吹付け材

の劣化等が確認された施設のうち19施設について

除去工事等を実施しました。

また、府有施設利用者の不安の解消を図るため

に「アスベスト点検結果表示」制度を創設すると

ともに施設管理者のための「アスベスト管理マニ

ュアル」を策定しました。

図－３８ アスベスト点検結果表示

《建築物の吹付けアスベスト対策HP》 
http://www.pref.osaka.jp/kenshi/kikaku/ 
　　　　　　　　　　　　　　asbesto/index.html

※10　N.D.（Not Detected）は、検出下限値（0.06
本／Ｌ）未満を示す。 
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